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ノ
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の
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ノ
く
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研
究
ノ
ー
ト

ξ
’
》
，
‘
♂
～
，
5
0

プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
国
家
補
償
の
歴
史
と
理
論

序

1
自
由
的
財
産
思
想
の
形
成
と
発
展
i

O

論

平

井

孝

　
マ
ル
ク
ス
は
、
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
た
め
に
』
の
論
文
の
一
節
に
お
い
て
、
「
自
由
の
人
権
」
と
「
私
的
所
有
の
人
権
」
と
を
対
比
さ

せ
な
が
ら
、
そ
の
本
質
・
連
関
を
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
の
人
権
」
と
は
、
人
間
の
人
間
と
の
結
合
に
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
人
間
の
人
間
か
ら
の
隔
離
に
も
と
つ

く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
柵
に
囲
わ
れ
た
自
分
だ
け
の
と
こ
ろ
へ
限
ら
れ
た
個
人
の
権
利
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
あ
く
ま
で
も
、
他
の
誰

に
も
害
に
な
ら
ぬ
こ
と
な
ら
何
を
や
っ
て
も
よ
い
と
い
う
権
利
で
あ
る
・
と
い
知

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
私
的
所
有
の
人
権
」
と
は
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
、
他
人
と
の
か
か
わ
り
な
し
に
、
社
会
か
ら
独
立
し
て
自
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

自
身
資
産
を
享
受
し
処
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
、
つ
ま
り
私
利
の
権
利
で
あ
る
、
と
い
う
。
「
私
的
所
有
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の



0
2

1

ほ
か
に
、
『
へ
ー
ゲ
ル
・
国
法
論
批
判
』
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
彼
の
説
明
が
あ
る
。

　
「
私
的
所
有
の
権
利
と
は
、
甘
ω
9
0
昌
a
9
曽
び
9
0
ロ
島
（
使
用
・
消
費
の
権
利
）
、
つ
ま
り
、
物
を
自
由
勝
手
に
処
理
．
処
分
す

る
権
利
の
こ
と
で
あ
る
…
…
。
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私
的
所
有
の
本
来
の
根
拠
は
占
有
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
事
実
、
説
明
し
が
た
い
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
っ
て
、
権
利
な
ど
で
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ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

は
な
い
。
社
会
が
事
実
上
の
占
有
に
あ
た
え
る
法
的
諸
規
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
は
合
法
的
占
有
、
私
的
所
有
と
い
う
性
質
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
の
で
あ
る
…
…
」
と
。

　
で
は
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
「
自
由
の
人
権
」
と
「
私
的
所
有
の
人
権
」
の
根
拠
・
連
関
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
彼
は
、
前
者
の
問
題
の
解
答
の
手
が
か
り
を
フ
ラ
ン
ス
の
一
七
九
一
年
人
権
宣
言
な
ら
び
に
一
七
九
三
年
憲
法
に
求
め
て
い
る
。

　
「
自
由
の
人
権
」
の
根
拠
。

　
　
ω
　
人
権
宣
言
「
自
由
と
は
他
人
を
損
わ
な
い
な
ら
ば
、
何
を
で
も
為
す
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
。

　
　
②
　
一
七
九
三
年
憲
法
第
二
条
「
…
…
こ
れ
ら
の
権
利
（
自
然
的
で
不
朽
の
権
利
）
は
、
平
等
、
自
由
、
安
全
、
財
産
で
あ
る
」
。

　
　
　
同
第
六
条
「
自
由
と
は
、
他
人
の
権
利
を
損
わ
な
い
こ
と
な
ら
ば
、
何
を
で
も
為
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
人
間
に
属
す
る

　
　
　
力
の
こ
と
で
あ
る
」
。

　
「
私
的
所
有
の
人
権
」
の
根
拠
。

　
　
の
　
人
権
宣
言
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②
　
一
七
九
三
年
憲
法
第
二
条
。
同
第
一
六
条
「
財
産
の
権
利
は
、
己
が
資
産
、
己
が
収
入
、
己
が
勤
労
の
成
果
を
己
が
思
い
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
ま
ま
に
享
受
し
か
つ
処
理
す
る
と
こ
ろ
の
、
す
べ
て
の
公
民
に
属
す
る
権
利
で
あ
る
」
。

　
つ
い
で
彼
は
後
者
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
「
自
由
の
人
権
」
と
「
私
的
所
有
の
人
権
」
と
の
連
関
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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㈲

　
「
自
由
の
人
権
の
実
践
的
適
用
が
私
的
所
有
の
人
権
で
あ
る
」
。

　
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
人
権
と
し
て
の
具
体
的
な
人
間
の
自
由
の
大
き
さ
は
、
私
的
所
有
の
大
き
さ
に
依
存
し
、
か
つ
こ

れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
具
体
的
な
私
的
所
有
の
内
容
、
規
模
は
、
事
実
た
る
物
の
占
有
に
は
じ
ま

り
、
そ
れ
の
歴
史
的
社
会
的
な
法
の
承
認
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
私
的
所
有
権
」
と
、
そ
の
社
会
経
済
的
な
効
用
性
1
1
価
値
に
お
い
て

集
約
さ
れ
る
「
私
的
財
産
権
」
に
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
の
実
質
は
、
物
（
な
い
し
物
の
生
産
）
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
人
間
の
支
配

的
諸
関
係
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
財
産
1
1
所
有
権
は
、
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
ギ
ー
ル
ヶ
も
ま
た
、

財
産
の
史
的
概
念
性
を
強
調
し
、
パ
ソ
デ
ク
テ
ソ
法
学
派
な
い
し
法
実
証
学
派
の
法
典
没
入
型
の
思
考
、
つ
ま
り
固
定
的
な
概
念
論
理

操
作
な
い
し
解
釈
技
術
の
エ
ヤ
ー
・
ポ
ケ
ッ
ト
に
甘
ん
ず
る
態
度
を
批
判
し
て
、
「
財
産
は
論
理
的
概
念
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い

禰
。
こ
の
こ
と
は
、
方
法
論
に
お
い
て
か
な
ら
ず
し
も
マ
ル
ク
ス
に
賛
同
し
て
い
な
か
っ
た
ギ
ー
ル
ケ
の
、
鋭
い
歴
史
科
学
的
感
覚
を

示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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本
稿
は
基
本
的
に
右
の
視
点
に
立
っ
て
、
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
国
家
補
徴
の
理
論
の
源
流
た
る
一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ソ
一
般
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ト
法
前
文
第
七
四
条
第
七
五
条
「
》
ロ
h
o
冨
o
匿
旨
σ
q
舞
ロ
ω
O
謹
o
げ
（
犠
牲
補
償
請
求
権
）
」
の
特
殊
ド
イ
ッ
的
な
自
由
的
財
産
保
障
制
度

の
歴
史
的
素
描
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
は
諸
般
の
私
的
事
情
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
社
会
経
済
的
因
果
関
係
の

　
の

分
株
と
り
わ
け
、
裁
判
所
判
決
例
を
通
じ
て
の
財
産
権
の
保
護
法
制
の
機
能
的
分
析
作
業
を
な
し
に
、
補
償
制
度
の
史
的
素
描
に
止
ま

ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
将
来
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

註ω
②

真
下
信
一
訳
『
マ
ル
ク
ス
・
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
論
』
（
昭
4
5
）
三
〇
二
頁
以
下
。

『
前
掲
書
』
一
九
七
頁
。
マ
ル
ク
ス
は
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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ヘ
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ゐ
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も
　
　
マ
　
　
へ
　
　
う
　
　
う

　
「
私
的
所
有
は
ロ
ー
マ
的
知
性
と
ゲ
ル
マ
ン
的
知
性
と
で
で
き
て
い
る
…
…
。
　
ロ
ー
マ
人
は
至
高
至
上
の
私
的
所
有
権
の
合
理
主
義
者
で
あ
り
、
ゲ

　
ル
マ
ン
人
は
そ
れ
の
神
秘
主
義
者
で
あ
る
：
・
…
。
　
へ
ー
ゲ
ル
は
私
的
権
利
を
抽
象
的
人
格
の
権
利
、
ま
た
は
抽
象
的
権
利
と
よ
ぶ
。
彼
は
現
代
的
国

　
家
と
現
代
的
私
的
権
利
と
の
モ
ラ
ル
を
展
開
し
た
だ
け
で
あ
る
。
ひ
と
は
モ
ラ
ル
を
も
っ
と
国
家
か
ら
分
離
し
た
が
り
、
も
っ
と
解
放
し
た
が
っ

　
た
。
こ
の
こ
と
は
・
…
：
今
日
の
国
家
の
、
　
モ
ラ
ル
か
ら
の
分
離
が
モ
ラ
ル
的
で
あ
る
こ
と
、
モ
ラ
ル
は
非
国
家
的
、
そ
し
て
国
家
は
非
モ
ラ
ル
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
ぬ
　
　
る
　
　
ゐ
　
　
ら
　
　
へ

　
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
（
一
九
四
頁
）
…
…
ロ
ー
マ
人
が
元
来
は
じ
め
て
私
的
所
有
の
権
利
、
抽
象
的
権
利
、
私
的
権
利
、
抽
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
コ
　
　
ゐ
　
ヤ
　
　
モ
　
　
も
　
ら
　
　
ヨ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヤ
　
　
カ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ぬ

　
人
の
権
利
を
仕
上
げ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
私
的
権
利
は
古
典
的
に
仕
上
が
っ
た
権
利
で
あ
る
。
し
か
し
ど
こ
に
も
ロ
ー
マ
人
の
場
合
に
は
、
私

　
的
所
有
の
権
利
が
ド
イ
ッ
人
の
場
合
の
よ
う
に
妖
し
げ
な
も
の
に
さ
れ
た
た
め
し
は
見
当
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
が
跡
法
に
さ
れ
る
た
め
し
も
ど
こ
に

　
も
な
い
（
一
九
七
頁
）
」
。
　
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
私
的
所
有
の
成
立
の
実
質
的
基
盤
を
、
国
家
か
ら
の
分
離
独
立
を
基
調
と
す
る
市
民
社
会
に
お

　
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

③
　
　
『
前
掲
書
』
一
九
七
頁
。

㈲
　
　
『
前
掲
書
』
三
〇
三
頁
以
下
。

⑤
　
　
『
前
掲
書
』
三
〇
五
頁
。

㈲
o
・
≦
o
δ
降
ρ
】
）
①
ロ
房
。
冨
ω
勺
ユ
爵
町
g
耳
b
。
・
し
d
”
留
g
。
印
8
。
耳
冨
6
臥
。
q
一
㊤
8
噛
ω
゜
°
。
＆
…
閑
ロ
含
幻
邑
9
旨
噂
u
δ
し
d
一
ロ
身
躍
g

　
α
o
ω
国
一
鳴
ロ
葺
日
ω
燭
一
㊤
Q
。
ρ
ω
゜
一

⑦
　
沢
井
裕
「
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
犠
牲
補
償
の
展
開
」
『
関
大
法
学
』
一
二
巻
三
・
四
合
併
号
L
（
昭
3
8
）
二
〇
四
頁
以
下
。
『
公
害
の
私
法
的
研
究
』

　
（
昭
4
4
）
四
二
頁
以
下
。
今
村
成
和
『
国
家
補
債
法
』
（
昭
3
2
）
一
〇
頁
。

⑧
拙
稿
「
西
ド
イ
ッ
損
失
補
償
理
論
に
お
け
る
b
黒
o
嘗
⑦
霊
口
σ
q
舞
易
冒
g
魯
思
想
の
展
開
」
・
『
公
法
研
究
』
二
五
号
（
昭
認
）
「
西
ド
イ
ッ
に
お
け

　
る
公
法
上
の
無
過
失
責
任
と
損
失
補
償
」
『
補
償
研
究
』
三
五
号
（
昭
4
1
）
「
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
戦
争
損
害
と
》
ロ
〔
8
h
o
歪
ロ
σ
Q
。
・
僧
口
超
讐
9
」
』

　
橋
論
叢
』
五
五
巻
六
号
（
昭
4
1
）
　
コ
西
ド
イ
ツ
国
家
補
償
理
論
に
お
け
る
周
o
㎡
Φ
昇
6
の
9
鉱
雅
昌
α
q
。
・
9
口
ω
胃
ロ
o
ゴ
思
想
の
展
開
L
『
法
政
理
論
』
三

　
巻
一
号
（
昭
4
5
）
四
巻
一
号
（
昭
4
6
）
。
「
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
行
政
計
画
と
補
償
」
『
法
政
理
論
』
五
巻
二
号
（
昭
4
7
）
。
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冒
け
o
婦
類
o
屋
計

　
ρ
億
2
＜
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嫡
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O
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冒
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N
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8
①
…
O
口
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8
↓
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H
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ε
凝
9
ω
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8
0
ヨ
ω
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⑨
　
影
山
日
出
彌
「
『
営
業
の
自
由
』
と
『
独
占
』
と
人
権
侵
害
」
・
法
律
時
報
　
4
4
巻
2
号
　
八
頁
、
岡
田
与
好
「
『
営
業
の
自
由
』
と
『
独
占
』
お

　
よ
び
『
団
結
』
」
、
東
大
社
研
編
『
基
本
的
人
権
5
』
（
昭
4
4
）
＝
二
七
頁
以
下
、
高
柳
・
藤
田
編
『
資
本
主
義
法
の
形
成
と
展
開
』
（
昭
4
7
）
所
収
の

　
諸
論
文
参
照
。

1

プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
自
然
法
思
想
の
系
譜

　
ω
　
一
六
世
紀
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
神
の
啓
示
に
対
す
る
信
仰
の
思
想
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
。
そ
れ
が
宗
教
改
革
・
ル
ネ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

サ
ン
ス
を
契
機
と
し
て
、
し
だ
い
に
人
間
性
の
力
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
頼
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
理
性
的
自

然
法
が
こ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
し
だ
い
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
を
蔽
い
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
に
お
け
る
神
法
を
純
粋
宗
教
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
の
と
な
し
、
こ
れ
を
実
定
法
領
域
か
ら
除
外
す
る
意
図
、
す
な
わ
ち
、
法
思
想
の
世
俗
化
を
狙
う
動
き
を
見
せ
て
い
た
。

　
こ
の
人
格
主
義
的
自
然
法
思
想
は
、
ま
ず
オ
ラ
ソ
ダ
の
フ
ー
ゴ
・
グ
ロ
チ
ウ
ス
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
つ
い
で
、
ド
イ
ッ
の
サ
ム
エ

ル
・
プ
ー
フ
ェ
ソ
ド
ル
フ
（
一
六
三
二
ー
一
六
九
四
）
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
彼
は
こ
の
思
想
を
は
じ
め
て
国
家
の
説
明
に

役
立
て
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
国
家
と
は
法
の
保
証
人
で
あ
り
、
国
家
み
ず
か
ら
も
こ
の
法
に
従
い
、
個
人
も
彼
が
市
民
と
し
て
の
義

務
を
果
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
全
体
の
枠
内
で
こ
の
法
の
享
受
に
与
か
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
生
得
の
ま
た
は
既
得
の
諸
権



鵬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

利
は
国
家
の
自
由
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
国
家
論
は
、
そ
の
根
底
に
中
世
の
家
父
長
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

・
宗
教
的
国
家
観
を
否
定
す
る
啓
蒙
思
想
的
社
会
契
約
思
想
を
も
っ
て
い
た
。
　
す
な
わ
ち
コ
ー
イ
ソ
グ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
、
二
つ
の
方
向
を
も
っ
て
い
た
。
第
一
は
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
（
一
五
八
八
－
一
六
七
九
年
）
型
社
会
契
約
理
論
で
あ
り
、
第
二

は
ジ
。
ン
・
ロ
ッ
ク
（
一
六
三
ニ
ー
一
七
〇
四
年
）
型
社
会
契
約
理
論
で
あ
る
。
前
者
は
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
人
間
は
、
新
た
に
設

立
さ
れ
た
政
府
つ
ま
り
君
主
に
無
制
限
の
権
力
を
譲
渡
し
た
、
と
す
る
思
想
で
あ
り
、
後
者
は
、
社
会
契
約
を
締
ん
だ
後
も
国
家
の
成

員
は
自
己
の
権
利
と
自
由
を
保
持
し
て
お
こ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
新
し
く
作
り
出
さ
れ
た
政
治
権
力
は
一
定
の
法
規
に
拘
束
さ
れ
る
と

い
う
思
想
で
あ
っ
た
。

　
ド
イ
ッ
に
お
け
る
啓
蒙
の
理
論
家
た
ち
、
と
り
わ
け
前
述
の
プ
ー
フ
ェ
ソ
ド
ル
フ
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ト
マ
ジ
ウ
ス
（
一
六
五
五

－
一
七
二
八
年
）
お
よ
び
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
（
一
六
七
九
－
一
七
五
四
年
）
は
、
か
れ
ら
の
思
考
過
程
に
お
い
て
、
最
初

は
む
し
ろ
ホ
ッ
ブ
ス
型
社
会
契
約
理
論
に
組
し
て
い
た
。
け
だ
し
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
る
君
主
の
権
力
は
基
本
的
に

無
制
約
で
あ
る
こ
と
、
し
か
る
に
君
主
は
公
共
の
福
祉
な
る
理
念
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
、
が
共
通
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

⑤

る
。　

た
と
え
ば
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
は
、
個
人
主
義
的
傾
向
を
強
化
し
、
警
察
国
家
こ
そ
、
市
民
の
利
益
・
幸
福
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と

説
き
、
ま
た
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
の
こ
の
見
解
と
オ
ラ
ソ
ダ
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ク
（
一
六
四
六
ー
一
七
一
六
年
）
の

思
想
に
影
響
さ
れ
て
、
ク
リ
ス
チ
ァ
ン
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
完
全
性
を
最
高
原
理
と
す
る
自
然
法
の
法
理
論
的
体
系
を
構
築
し
、
自
然
法
は

理
性
の
命
令
と
し
て
把
握
さ
れ
、
神
の
法
と
自
然
法
は
命
令
よ
り
は
む
し
ろ
忠
告
の
部
類
に
属
し
、
命
令
規
範
は
た
だ
人
定
法
だ
け
で

あ
る
、
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
啓
蒙
末
期
の
第
一
八
世
紀
末
に
な
る
と
ド
イ
ッ
で
も
、
君
主
は
人
民
の
福
祉
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
思
想
が
一
段
と
発
展
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1

し
て
、
君
主
の
権
力
は
一
般
的
法
律
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
個
々
人
の
権
利
は
保
障
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、
啓
蒙
家
の
法
の
動
き
か
ら
発
し
た
い
く
つ
か
の
大
き
な
法
典
編
纂
に
お
い
て
決
定
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

意
義
を
有
し
た
思
想
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
七
九
一
年
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
皇
太
子
、
後
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世

の
御
前
で
お
こ
な
わ
れ
た
法
律
学
入
門
の
講
義
に
お
い
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
起
草
者
ス
ワ
ル
ツ
は
、
国
家
を
一
定
の
目

的
の
た
め
に
結
ば
れ
た
社
会
契
約
の
所
産
と
規
定
す
る
と
と
も
に
、
法
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
法
な
い
し
理
性
法
の
理
論
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

既
存
の
法
お
よ
び
国
家
に
対
す
る
批
判
的
基
礎
と
し
て
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
前
進
的
改
革
の
基
盤
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
平
等
の
状
態
か
ら
脱
し
て
一
人
の
共
同
の
元
首
の
も
と
に
集
ま
り
市
民
社
会
を
結
成
し
た
と
き
に
、

　
か
れ
ら
は
決
し
て
、
か
れ
ら
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
を
全
く
放
棄
し
て
一
人
の
無
制
約
な
支
配
者
の
単
な
る
恣
意
に
隷
属
す
る
と

　
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
う
い
う
意
図
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
市
民
社
会
の
目
的
、
し
た
が
っ
て
国

　
家
の
目
的
は
、
自
然
状
態
の
欠
陥
や
不
備
な
点
を
除
去
す
る
こ
と
、
万
人
の
幸
福
促
進
へ
の
万
人
の
自
由
を
妨
害
か
ら
守
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
必
要
と
さ
れ
る
限
度
で
個
々
人
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
か
れ
ら
の
意
図
で
あ
っ
た
」
。
「
各
個
人
の
た

　
め
に
所
有
権
や
も
ろ
も
ろ
の
権
利
を
万
人
の
力
の
結
合
に
よ
っ
て
保
障
す
る
こ
と
、
各
人
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
の
行
使
が
、
他

　
の
人
々
の
安
全
お
よ
び
自
由
と
両
立
す
る
か
ぎ
り
、
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
親
切
な
る
義
務
を
よ
ろ
こ
ん
で
果
そ
う

　
と
す
る
気
持
や
心
が
ま
え
は
知
能
と
情
操
の
育
成
に
よ
っ
て
私
人
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
手
段
や
機
会
を
容
易
に
得
ら
れ
る
よ
う

　
に
す
る
こ
と
i
以
上
が
市
民
社
会
の
大
き
な
且
つ
重
要
な
目
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
市
民
社
会
は
統
治
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
に
、
市
民
社
会
に
命
令
す
る
権
力
を
与
え
、
市
民
社
会
の
集
中
さ
れ
た
力
の
処
理
を
統
治
者
の
手
に
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
る
」
。

　
以
上
に
お
い
て
ス
ワ
ル
ツ
の
自
然
法
理
論
の
目
的
主
題
が
示
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
社
会
契
約
理
論
は
、
す
で

に
、
プ
ー
フ
ェ
ソ
ド
ル
フ
ー
ト
マ
ジ
ウ
ス
ー
ヴ
ォ
ル
フ
の
伝
統
的
図
式
に
示
さ
れ
る
プ
ロ
イ
セ
ソ
的
自
然
法
に
象
徴
さ
れ
る
ホ
ッ



0
8

1

ブ
ス
型
社
会
契
約
理
論
か
ら
離
反
し
て
、
す
で
に
、
　
ロ
ッ
ク
型
社
会
契
約
理
論
へ
の
志
向
を
辿
っ
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ

⑩
る
。
そ
の
根
本
か
つ
決
定
的
な
事
情
は
、
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
に
よ
る
実
践
的
啓
蒙
思
想
の
不
可
避
的
な
流
入
と
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

に
呼
応
す
べ
き
プ
ロ
セ
ン
内
部
の
近
代
化
・
自
由
化
・
水
平
化
へ
の
要
求
昂
揚
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註
ω
　
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
著
『
ド
イ
ッ
私
法
概
説
』
（
世
良
・
広
中
共
訳
）
（
昭
3
6
）
二
九
頁
。

②
　
ミ
ッ
タ
イ
ス
「
前
掲
書
」
三
〇
頁
。

　
③
　
、
・
・
ッ
タ
イ
ス
「
前
掲
書
」
三
〇
頁
。
和
田
小
次
郎
『
近
代
自
然
法
学
の
発
展
』
（
昭
2
6
）
八
四
頁
以
下
。
O
o
a
匿
o
言
げ
o
矯
o
ひ
の
欝
簿
ロ
昌
亀
切
冑
o
q
曾

　
　
一
日
幻
g
げ
計
一
㊤
8
°
¢
°
ω
O

ω
　
エ
・
O
o
ぢ
o
q
・
国
宮
o
げ
o
口
住
o
厭
国
o
o
ぼ
ω
σ
q
o
ω
〇
三
〇
醇
o
ぎ
U
窪
齢
ω
o
ど
9
。
昌
P
一
㊤
零
（
久
保
・
村
上
訳
『
近
代
法
へ
の
歩
み
』
昭
4
4
）
一
〇
三
頁
。

㈲
　
コ
ー
イ
ン
グ
「
前
掲
書
」
一
〇
三
頁
。
ト
マ
ジ
ウ
ス
は
「
君
主
は
市
民
の
行
為
を
規
制
す
る
完
全
な
権
力
を
有
す
る
」
。
「
統
治
者
に
と
っ
て
普
遍

　
　
的
法
則
は
、
人
民
の
福
祉
が
最
高
の
法
た
る
べ
し
（
の
9
言
ω
℃
o
b
口
旨
ω
口
冒
¢
旨
9
δ
詞
¢
ω
8
）
」
と
主
張
し
て
い
る
（
コ
ー
イ
ン
グ
『
前
掲
書
』
一

　
　
〇
四
頁
）
。
矢
崎
光
囲
コ
近
世
ド
イ
ッ
の
自
然
思
想
L
『
法
哲
学
講
座
・
第
三
巻
』
（
昭
3
1
）
八
〇
頁
。

⑥
　
矢
崎
「
前
掲
論
文
」
八
五
頁
　
註
㈲
。

⑦
コ
ー
イ
ン
グ
『
前
掲
書
』
一
〇
四
頁
。

⑧
　
石
部
雅
亮
『
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
法
構
造
』
（
昭
4
4
）
一
〇
二
頁
以
下
。
コ
ー
イ
ン
グ
『
前
掲
書
』
一
〇
四
頁
、
一
〇
五
頁
。

　
⑨
　
コ
ー
イ
ソ
グ
『
前
掲
書
』
一
〇
五
頁
。

0
◎

ﾎ
部
教
授
は
、
ク
リ
ス
チ
ァ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
以
来
、
ド
イ
ツ
自
然
法
論
の
基
本
概
念
た
る
自
然
権
（
生
得
の
権
利
）
を
つ
ぎ
の
四
種
類
と
し
て
い

　
　
る
（
『
前
掲
書
』
一
〇
三
頁
）
。

　
　
ω
理
性
を
啓
蒙
し
、
真
理
を
探
究
し
、
概
念
や
認
識
の
貯
え
を
増
加
さ
せ
る
権
利
、
②
意
思
の
自
由
を
主
張
し
、
決
定
と
行
為
は
盲
目
的
な
衝
動
や
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外
的
な
強
制
に
よ
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
悟
性
の
認
識
に
よ
っ
て
規
定
あ
れ
る
権
利
、
③
身
体
の
維
持
と
健
康
を
配
慮
し
、
四
肢
と
そ
の
力
を
訓

　
練
し
強
化
し
改
善
す
る
権
利
、
ω
身
体
と
精
神
の
力
の
使
用
に
よ
っ
て
、
外
部
に
あ
る
財
貨
を
取
得
し
、
そ
の
占
有
を
維
持
す
る
権
利
、
⑤
社
会
に

　
入
り
他
の
人
間
と
結
合
し
て
道
徳
的
身
体
的
幸
福
の
増
進
に
つ
と
め
る
権
利
。
教
授
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
権
を
導
き
出
す
思
論
に
お
い
て
、
ス
ワ
ル

　
ツ
の
特
色
が
あ
る
と
さ
れ
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
人
間
の
完
全
性
を
達
成
す
る
自
然
的
義
務
か
ら
自
然
権
を
導
き
出
す
の
に
対
し
、
ス
ワ
ル
ツ
は
直
接
自
然

　
権
を
措
定
し
こ
れ
を
法
的
に
強
制
可
能
な
権
利
を
見
る
と
な
く
、
前
者
の
自
然
的
義
務
論
H
道
徳
哲
学
性
に
対
し
て
、
後
者
の
一
般
法
理
論
を
指
摘

　
さ
れ
て
い
る
。
、
し
か
し
、
右
の
ス
ワ
ル
ツ
の
把
握
態
度
の
底
流
に
は
、
ロ
ッ
ク
的
不
可
譲
の
自
然
権
（
そ
れ
は
同
時
に
フ
ラ
ソ
ス
人
権
宣
言
の
人
間

　
の
権
利
で
も
あ
る
）
思
想
が
貫
徹
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

U
り@
石
部
教
授
も
、
ス
ワ
ル
ツ
が
国
家
権
力
行
使
の
合
法
性
を
革
命
の
脅
威
に
よ
っ
て
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
偽
装

　
さ
れ
た
反
抗
権
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
る
（
『
前
掲
書
』
＝
○
頁
。
即
国
o
ω
巴
o
o
ぎ
℃
冠
窪
器
Φ
旨
妻
尻
魯
o
ロ

　
肉
Φ
剛
o
嬉
日
ロ
ロ
血
国
o
〈
o
ピ
菖
o
目
（
一
㊤
Φ
¶
）
ω
゜
b
σ
刈
）
。

⑭
　
つ
ぎ
に
、
所
有
権
に
つ
い
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
的
自
然
法
は
い
か
に
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
そ
の
代
表
的
な
見
解
と
し
て
、
ま
ず
プ
ー
フ
ェ
ソ
ド
ル
フ
の
言
葉
を
追
っ
て
み
る
。

　
「
自
然
法
は
人
間
に
こ
う
忠
告
し
て
い
る
。
も
し
も
社
会
の
利
益
に
な
る
な
ら
ば
、
人
々
は
慣
習
に
よ
っ
て
あ
る
物
を
個
人
に
割

り
あ
て
る
こ
と
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
」
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
も
の
と
し
て
自
分
に
帰
属
す
る
も
の
を
、
好
み
に
し
た
が
っ
て
処
分
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
も
し
自

分
の
た
め
に
、
契
約
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
特
殊
な
権
利
を
要
求
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
物
の
使
用
か
ら
他
の
す
べ
て
の
人
々

を
引
離
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
ら
が
所
有
権
の
効
力
で
あ
る
」
。

　
「
所
有
権
自
体
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
、
物
を
使
用
し
た
り
、
物
の
利
益
を
享
受
す
る
完
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全
な
権
利
を
も
含
め
て
、
物
を
貸
借
す
る
権
利
が
他
人
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
け
だ
し
、
か
か
る
権
利
は
多
か
れ
少
な
か
れ

　
恒
久
的
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
場
合
、
本
人
は
こ
の
よ
う
に
制
限
さ
れ
た
所
有
権
を
も
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
物
に
つ
い

　
て
は
依
然
と
し
て
最
高
の
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
彼
は
、
上
級
所
有
権
山
o
日
ぼ
ぎ
言
山
胃
Φ
9
ロ
目
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
こ

　
れ
に
く
ら
べ
て
、
他
人
の
方
は
、
右
の
方
法
で
認
め
ら
れ
た
使
用
、
な
ら
び
に
利
益
享
受
の
権
利
を
も
っ
て
、
所
有
権
に
与
か
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
に
認
め
ら
れ
た
物
の
下
級
所
有
権
α
o
日
一
巳
β
日
q
昌
o
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
」
。

　
以
上
の
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
論
理
は
、
現
実
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
・
ド
イ
ッ
の
財
産
（
所
有
）
秩
序
を
肯
定
・
支
持
す
る
意
味
を
担
っ

て
い
た
。

　
東
部
ド
イ
ッ
で
は
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
賦
役
労
働
が
強
化
さ
れ
、
小
領
主
、
「
騎
士
」
は
、
こ
の
農
民
賦
役
を
駆
使
し
て
自
己
直

轄
地
で
市
場
向
け
の
農
業
経
営
を
行
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
大
部
分
の
農
民
は
、
自
己
の
土
地
に
対
し
て
「
劣
悪
な

土
地
保
有
権
（
ω
O
げ
一
Φ
O
げ
け
Φ
ω
　
じ
d
Φ
ω
一
“
N
『
Φ
O
げ
け
）
」
の
み
が
保
障
さ
れ
、
領
主
の
命
に
従
っ
て
何
時
で
も
そ
の
土
地
を
退
去
す
る
こ
と
を

強
制
さ
れ
た
。
領
主
は
、
同
時
に
自
己
の
所
領
（
0
9
）
の
農
村
住
民
に
対
す
る
領
主
裁
判
権
を
所
持
し
、
住
民
を
所
領
内
に
緊
縛
し
、

所
領
の
単
な
る
付
属
物
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
農
場
領
主
制
O
q
け
ω
げ
⑦
凌
の
o
げ
9
津
1
1
東
部
ド
イ
ッ
農
奴
性
の
形
成
に
、
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

ロ
イ
セ
ン
絶
対
王
政
の
社
会
経
済
的
基
礎
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
プ
ロ
イ
セ
ン
の
基
礎
的
社
会
関
係
が
グ
ー
ツ
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
に
お
け
る
領
主
・
農
民
関
係
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
そ
れ
は
農
民
の
領
主
に
対
す
る
畏
敬
服
従
義
務
と
領
主
の
農
民
に
対
す
る
保

護
配
慮
義
務
と
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
家
父
長
的
支
配
関
係
で
あ
り
、
領
主
は
さ
ざ
ま
な
特
権
に
よ
る
強
力
な
地
位
を
保
持
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
賦
役
徴
収
権
・
狩
猟
権
・
牧
羊
権
、
物
品
の
先
買
権
、
販
売
独
占
権
、
世
襲
隷
民
支
配
、
裁
判
権
、
警
察
権

な
ど
、
そ
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
特
権
と
し
て
、
土
地
所
有
権
が
か
ぞ
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
特
権
な
い
し
権
利
の
総
体
が
領
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

権
力
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
三
〇
年
戦
争
後
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
国
家
は
、
国
王
権
力
対
等
族
権
力
の
抗
争
に
お
け
る
前
者
の
圧



荊坪細狸敵働補姻鮒叩財み
セ

イ
ロ

。
フ

m 勝
・
支
配
に
よ
っ
て
、
絶
対
主
義
の
途
を
急
速
に
歩
ん
で
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
王
は
ラ
ソ
ト
等
族
制
の
否
定
と
い
う
形
式
で
等
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

の
勢
力
を
排
除
し
、
国
家
権
力
の
一
元
化
・
集
権
化
を
進
め
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
中
央
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
、
例
外
的
で
あ

る
に
せ
よ
ヴ
ェ
ル
テ
ソ
ベ
ル
ク
な
ど
の
地
方
で
は
、
依
然
と
し
て
グ
ー
ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
否
認
し
、
領
主
の
特
権
、
と
り
わ
け
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

裁
判
権
お
よ
び
警
察
権
の
ご
と
き
公
権
力
を
領
主
の
手
に
委
ね
て
い
た
。

　
か
く
し
て
、
等
族
は
、
君
主
制
に
妥
協
し
、
君
主
の
政
治
的
優
位
を
承
認
す
る
代
償
と
し
て
、
君
主
制
国
家
の
第
一
の
貴
族
と
な

り
、
体
制
内
の
指
導
的
地
位
、
例
え
ぽ
、
軍
隊
に
お
け
る
将
校
・
官
僚
制
に
お
け
る
高
級
官
僚
・
裁
判
官
と
し
て
、
そ
の
社
会
・
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

的
実
益
を
確
保
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
今
や
君
主
は
、
す
べ
て
の
権
力
を
一
手
に
掌
握
し
た
。
君
主
は
、
法
律
を
発
布
し
、
最
高
の
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
ま
た
か
れ
は
、
あ

ら
ゆ
る
政
治
的
に
重
要
な
決
定
を
自
分
ひ
と
り
で
下
し
た
。
わ
ず
か
に
い
わ
ゆ
る
既
得
権
が
、
君
主
行
政
か
ら
侵
害
を
う
け
た
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

事
情
に
よ
っ
て
は
そ
れ
に
対
す
る
補
償
を
要
求
し
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
保
護
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
以
上
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
法
的
理
解
に
も
と
つ
く
財
産
ー
所
有
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
政
治
社
会
経
済
的
構
造
を
簡
単
に
探
っ

た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
結
果
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。

　
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
「
財
産
」
な
い
し
「
所
有
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ッ
の
二
重
支
配
的
政
治
構
造
つ
ま

り
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
絶
対
王
政
に
お
け
る
一
元
的
支
配
構
造
の
自
己
完
結
を
展
望
し
つ
つ
、
そ
れ
の
許
容
範
囲
内
で
の
グ
ー
ツ
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
ー
－
局
地
的
支
配
と
の
並
存
を
、
そ
の
存
在
構
造
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
か
。
換
言
す
る
な
ら
ぽ
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

フ
の
「
財
産
1
1
所
有
」
観
念
は
、
土
地
の
独
占
的
支
配
に
お
け
る
重
層
構
造
を
承
認
す
る
も
の
で
、
上
級
所
有
権
の
主
体
に
お
け
る
国

王
対
貴
族
の
抗
争
因
子
を
内
包
し
つ
つ
、
歴
史
的
に
は
、
貴
族
の
「
既
得
権
」
L
的
「
所
有
」
の
観
念
と
合
体
し
て
、
国
王
の
絶
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

支
配
の
反
動
的
対
立
物
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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他
方
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
人
民
（
農
民
）
は
永
代
借
地
権
を
内
容
と
す
る
下
級
所
有
権
を
有
し
、
上
級
所
有
権
者
の

支
配
構
造
に
組
み
こ
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
人
民
は
、
か
か
る
下
級
所
有
権
に
よ
っ
て
は
、
自
然
法
的
な
既
得
権
を
有
効
に
主
張
し
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
け
だ
し
、
土
地
の
私
的
所
有
の
完
全
自
由
性
こ
そ
、
そ
の
前
提
と
さ
れ
た
下
級
所
有
権
は
こ
れ
を
欠
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ソ
メ
ソ
が
正
当
に
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
プ
ー
フ
ェ
ソ
ド
ル
フ
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
・
ト
マ
ジ

ウ
ス
と
同
様
、
「
市
民
的
」
自
然
法
を
欠
落
し
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
さ
ら
に
ヴ
ォ
ル
フ
、

ス
ワ
ル
ツ
の
財
産
（
所
有
）
観
念
に
お
い
て
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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矢
崎
『
前
掲
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文
』
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、
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頁
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②
　
藤
瀬
浩
司
『
近
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石
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造
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頁
。
冒
ロ
ω
ω
Φ
炉
ゆ
・
P
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ω
・
自

ω
　
石
部
『
前
掲
書
』
一
三
頁
。

⑤
　
コ
ー
イ
ン
グ
『
近
代
法
へ
の
歩
み
』
九
六
頁
。

⑥
　
上
山
安
敏
『
法
社
会
史
』
（
昭
4
1
）
一
三
四
頁
。

⑦
　
コ
ー
イ
ン
グ
『
前
掲
書
』
九
六
頁
。

⑧
　
プ
ロ
イ
セ
ン
の
シ
ュ
タ
イ
ン
H
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
の
農
奴
解
放
（
土
地
改
革
）
や
、
ヴ
エ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
農
民
解
放
は
、
と
も
に
、
有
償
的
解
放

　
の
方
式
で
あ
っ
た
（
松
田
智
雄
『
ド
イ
ッ
資
本
主
義
の
基
本
的
構
造
』
（
昭
4
2
）
七
三
頁
、
七
八
頁
）
。

㈲
，
矢
崎
教
授
の
次
の
指
摘
は
、
き
わ
め
て
説
得
力
が
あ
る
（
「
前
掲
論
文
」
九
二
頁
以
下
）
。

　
「
プ
ー
フ
エ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
上
級
所
有
権
、
土
地
に
つ
い
て
い
え
ば
ー
永
借
の
権
利
で
は
な
く
ー
や
は
り
現
実
の
力
関
係
で
支
配
的

　
な
土
地
所
有
者
の
権
利
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
一
見
、
人
格
の
自
由
、
平
等
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ひ
び
き
を
も
っ
て

　
展
開
さ
れ
た
そ
の
体
系
は
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
き
わ
め
て
安
穏
な
現
実
の
肯
定
・
現
実
と
の
妥
協
に
お
ち
つ
く
。
」

⑩
　
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ロ
ン
メ
ン
（
阿
南
訳
）
『
自
然
法
の
歴
史
と
理
論
』
（
昭
3
1
）
七
九
頁
。


